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と き  令和６年５月２６日（日）  10時 00分～ 

ところ  須賀川市市民交流センター tette 

でんわ  0246-28-6800 

 

福島県重症心身障害児（者）を守る会 



 

次  第 

 

１ 開会のことば 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 来賓あいさつ 

 

４ 出席者全員自己紹介 

 

５ 議長選出 

 

６ 報告承認事項 

（１）令和５年度活動報告 

 

（２）令和５年度決算報告 

 

（３）令和５年度監査報告 

 

（４）その他 

 

７ 議 題 

議案第 1号  令和６年度活動計画(案) 

 

議案第 2号  令和６年度予算(案) 

 

議案第 3号  役員補充について 

 

議案第 4号  その他 

 

８ その他 

 

９ 議長解任 

 

10 閉会のことば 

 

 

○ 守る会の三原則○ 

1. 決して争ってはいけない争いの中に弱いものの生きる場はない 

1. 親個人がいかなる主義主張があっても重症児運動に参加する者は党派を超えること 

1. 最も弱いものをひとりももれなく守る 



 

１． 令和５年度活動報告 

 (2) 日程経過 

月   日 項     目 場所・参加者等 

令和 5年 

4 月 4日(火) 
10:00～ 

令和 4年度 第 3回理事会 

(1)令和 4年度会計監査について 
(2)令和 5年度県支部総会について 

須賀川市 

市民交流センターtette (理
事 10名+監事 1名) 

5 月 2日(火) 
10:00～ 

在宅部会懇談会 
※迷走神経刺激療法について 

猪俣さん宅 
三橋、富岡 

5 月 18日(木) 
9:30～ 

東北ブロック 
母親部会・在宅部会リモート会議 

それぞれの自宅 
牧野、阿部、三橋、富岡 

5 月 28日(日) 

広報「～絆～」第 20号発行 
①さくら 
②「県支部リーフレットできました」 
③訃報「北浦雅子会長１０１歳で逝去」 
④Ｗｅｂとは何か？のレベルから始めたＨＴＭ
Ｌ＆ＣＳＳの勉強 
⑤日本はハイコンテクストな社会 

※県支部総会開催日 

5 月 28日(日) 
10:00～ 

令和 5年度 守る会県支部総会 
(1) 令和 4年度事業報告等 
(2) 令和 5年度事業計画等 

(3) その他 

いわき市 

「市立中央台公民館」 
役員で開催及び資料発送
作業 
会員へは資料送付で意見

を求める 
 
※意見は特になし。 

6 月 4日(日) 
13:30～ 

令和 5年度 守る会 

東北ブロック国立施設部会総会 

(1) 令和 4年度事業報告等 

(2) 令和 5年度事業計画等 

(3) その他 

仙台市 
「仙都会館」 
室井、車田、佐藤、 
牧野、富岡 

 

6月 24日(土) 
13:00～ 

令和 5年度 
第 1回 全国支部長会議 
令和 4年度活動報告(案)について 
 令和 4年度決算報告(案)について 
 令和 5年度要望書(案)について 
 令和 5年度補助事業(案)について 

世田谷区「守る会本部」 
 
牧野 

6月 25日(日) 
13:00～ 

北浦雅子会長 お別れの集い 
千代田区「全社協・灘尾ホール」 

牧野、齋藤、室井 

6月 28日(水) 
10:00～ 

「こどもまんなか障害児福祉を望む親の会」 
会員との懇談 

※障害児福祉に関する所得制限の撤廃を

求める要望書について 

会津若松市「ガスト」 
牧野、三橋、富岡 

７月 1日(土) 
13:00～ 

令和 5年度 守る会東北ブロック 

第 1回運営委員会(総会)・役員会 

(1)令和 4年度活動および事業報告承認の件 

(2)令和 4年度収支決算報告承認の件 

(3)令和 5 年度活動及び事業計画(案)の承認

仙台市青葉区五橋 

「宮城県守る会事務所」牧

野 



 

の件 

(4)令和 5年度収支予算(案)承認の件 

(5)令和 5年度ブロック大会について 

(6)その他 

 

7月 21日(金) 

10:00～ 

第 1回 理事会 

(1) 県支部総会(資料郵送)結果について 

(2)令和 5年度本部補助事業について 

(3)全国大会について 

(4)東北ブロック大会について 

(5)重症研について 

(6)リーフレットの活用について 

(7)その他 

須賀川市 

市民交流センターtette 理

事：9名 

9月 9日(土) 
13:00～ 

～10日(日) 
12:00 

第 60回 重症心身障害児(者)を守る全国大会 

広島県広島市 リーガロイヤルホテル広島 

※全国から約 700 名の参加 

牧野、車田(妻)、室井 

9月 29日(金) 
13:00～ 

30日(土) 
12:00 

第 24回 守る会東北ブロック(岩手大会)  
新鉛温泉 結びの宿 愛隣館 

牧野、富岡、阿部、箱崎、
車田、折笠、松村、室井 
齋藤、齋藤(静) 

10月 6日(金) 

10:00～ 

第 2回 理事会 

(1) 施設見学会について 

(2) 広報～絆～発行について 

(3) その他 

いわき市 

いわき市立中央台公民館 

理事：9名 

10月 13日(金) 

13:30～ 

14日(土) 

12:00～ 

国立施設部会施設見学会 

岩手県盛岡市「盛岡医療センター」 

及び 懇談会 

岩手県岩手郡雫石町 

「鶯宿温泉の宿 赤い風車」 

(福島病院) 

車田、室井 

 

(いわき病院) 

富岡、牧野 

11月 6日(月) 

11:00～ 

本部補助 支部活性化事業 

施設見学会「仙台市」 

あいの実ストロベリー及びブルーベリー 

仙台市泉区西田中松下 23 

牧野、富岡、三橋、 

五十嵐、猪俣 

福島整肢療護園 6名 

在宅者 7 名 

11月 6日(月) 

広報「～絆～」第 21号発行 
① 実りの季節に想うこと 
② 北浦雅子会長お別れの会 
③ 守る全国大会・広島 
④「想いを声に！！」届けましょう 

※補助事業開催日 

11月 9日(月) 

9:00～ 

ＨＰ作成勉強会 及び 
会津若松市居住者意見交換会 
「會津稽古堂」 

牧野、室井、三橋、富岡 
五十嵐、猪俣 

12月 7日(木) 

9:00～ 

ＨＰ作成勉強会 
「會津稽古堂」 

牧野、三橋、富岡 

12月 8日(金) 

11:00～12:00 

国立病院機構北海道・東北グループとの懇談
会 
「仙台市 仙台医療センターメディカルトレー
ニングセンター」 

室井 

令和 6年 第 2回 守る会東北ブロック運営委員会 仙台市青葉区五橋 



 

3月 2日(土) (1)令和５年度決算予想 
(2)令和６年度の活動方針・予算案 
(3)令和６年度ブロック大会の開催について 
(4)各県支部・各部会からの報告等について 

「宮城県守る会事務所」 
 
 牧野 

3月 15日(金) 

9:00～ 

ＨＰ作成勉強会 

「會津稽古堂」 

牧野、室井、五十嵐 

富岡 

 

3月 28日(木) 
第 3回 理事会 

(1)会計監査 

(2)定期総会ついて 

須賀川市 

市民交流センターtette 理

事/会計：11名 

3 月 30日(土) 

令和５年度 
第２回 全国支部長会議 
《協議事項》 
1． 令和 6年能登半島地震について 
2． 令和 6年度活動計画(案)に 
3． 令和 6年度予算(案)について 
4． 創立 60周年記念大会について 
5． 会則の改正(案)について 
6． 会則改正に伴う諸規程の改正(案)につい

て 
7． 役員の改選について 
8． その他の協議事項 
《報告事項》 
1． 令和 6 年度専門部会の討議テーマにつ
いて 

2． 報酬改定に係る要望書(R6.3.13  ３団体
で提出)について 

3． 親の会政策委員について 
4． 今後の全国大会の開催地について 
5． 令和 6 年度支部活性化支援事業につい
て 

6． いのちゆたかに(改訂版)について 
7． 新任支部長・会員研修について 
8． 会員管理関係(3 年以上未納者・支部移籍
の手続き・贈呈分の整理) 

富岡(代理出席) 

 

(3) 活動経過 

1) 新型コロナウィルス感染症の位置づけが、これまで、「新型インフルエンザ等感染症（い

わゆる２類相当）」とされていましたが、令和５年５月８日から「５類感染症」になりました。

令和 5 年度県支部総会は、新型コロナウィルスのまん延状況を見ながら対面での開催

を模索しましたが、会場確保等の問題から、会員へは総会資料を送付し意見を求めま

した。 

会員から特に意見は寄せられなかったことから、令和 4 年度活動報告及び決算報告、

令和 5年度活動方針(案)及び予算(案)は承認を受けたものと判断しました。 

 

2) 重症心身障害児(者)を守る全国大会は、3 年ぶりに広島県広島市において約 700 名

の参加を得て開催されました。 

  福島県から 5 名の参加申込みをしていましたが、9 月 9 日の台風 13 号通過に伴う茨城

県北部から浜通り地方にかけて発生した線状降水帯の影響により JR 常磐線が終日不

通となり、いわき市在住の 2名が参加をすることができませんでした。 

 

  



 

3) 第 24 回 重症心身障害児(者)を守る東北ブロック大会・研修会(岩手大会)は、9 月 29

日(金)～30 日(土)岩手県花巻市 新鉛温泉 結びの宿 愛隣館に於いて、開催目的を

「最も弱いものをひとりももれなく守る」のもとに私たち親がいかなる時もつながり声を出

し続けよう。テーマを『想いを声に！！』として 3年ぶりに開催されました。 

  基調講演は「重症児病棟を 20 年経験して思うこと」と題し独立行政法人国立病院機構

釜石病院土肥守院長から、「重症児者のみんなが生き生き生きていくことが世の中を

照らす光になるのだ」という糸賀博士の言葉や守る会の三原則、・決して争ってはいけ

ない 争いの中に弱いものの生きる場はない、・親個人がいかなる主義主張があっても 

重症児運動に参加するものは 党派を超える事、・もっとも弱いものを 一人ももれなく

守る、などを引用しながら入所者の QOL の向上に取り組んできたこれまでの経過をお

話いただきました。 

  中央情勢報告は、「児者一貫制度の過去・現在・未来」と題し、社会福祉法人全国重症

心身障害児(者)を守る会 常務理事 国立秩父学園親の会元会長 茶圓光彦氏が令

和 5 年度全国重症心身障害福祉施設協議会で講演した時のＤＶＤを用いて、社会福

祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会理事の長井浩康氏からお話をいただきまし

た。 

 

全国重症心身障害児(者)を守る会 (親の会)【運動体】(任意団体) 

               ↕ 利益相反関係 

社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会【事業体】(法人格を有する) 

 

   ※茶圓氏の講演内容は、両親の集い第 763 号(2023 年 11.12)に「地域移行なる幻

想」として掲載されています。 

 

4) 本部補助「支部活性化」事業の採択を受け、施設見学会を実施しました。 

  あいの実ストロベリー及びブルーベリー（仙台市泉区西田中松下 23）は、神経難病患

者・重症心身障がい児者・医療的ケア児者とそのファミリーへのサービスに特化した施

設です。 

  在宅で暮らしていく中で一番負担となっている入浴サービスを中心に運営されていまし

た。 

   

 新型コロナウィルスが 5類感染症に移行されたとはいえ、感染リスクがまったくなくなったこ

とではなく、施設入所者にとっては面会制限で家族と接する機会が全くなかった子どもさん

もいます。 

 在宅の方々は、通園・通所に規制がかかり、自宅で過ごす時間が多くなり家族以外の方

々と触れ合う機会が減りストレスが溜まったばかりか、家族の方々の負担も増え精神的につ

らい日々を過ごされることとなっているのではないでしょうか。 

コロナ禍の早急な収束を願うばかりです。 



 

議案 第 1号  令和 6 年度 活動計画(案) 
 

(1)活動計画 

日 程 事   業   内   容 

令和6年 

5月26日(日) 

令和6年度 福島県重症心身障害児(者)を守る会総会 

  須賀川市市民交流センター：tette 

  〒962-0845 福島県須賀川市中町 4-1 

電話：0248-73-4407 

6月 30日(日) 

～7月1日(月) 

第25回 重症心身障害児(者)を守る 

東北ブロック大会・研修会(宮城大会) 

 

「仙台秋保温泉  

ホテルニュー水戸屋」 

982-0241 宮城県仙台市

太白区秋保町湯元薬師１

０２ 

電話： 022-398-2301 

参加費： 5,000円 

宿 泊：20,000円 

 

9月 28日(土) 

～29日(日) 

創立 60周年 全国重症心身障害児(者)を守る記念大会 

「グランドニッコー東京 台場 B1F」 

〒135-8701 東京都港区台場 2-6-1 

 電話：03-5500-6711 

 大会参加費： 3,000 円 

感謝の集い参加費：13,000 円 

随時 茶話会 

11月 新型コロナウィルスの感染状況を勘案し支部活性化事業を実施 

年間5回 県支部理事会 

 

【参考】ブロック会議 

  運営委員会（総会）    ６月 １日（土）    宮城県守る会事務所 

  国立施設部会総会  ６月 ２日（日）    仙台市「仙都会館 」 

  重症児施設部会   ６月 １日（土）    宮城県守る会事務所 

  在宅部会    ６月 １日（土）     ～〃～ 

母親部会    ６月 １日（土）     ～〃～ 

 

  



 

(2) 活動計画概要 

はじめに 

全国重症心身障害児(者)を守る会は、昭和 39 年 6 月に、児童福祉法からはずれ「世の

中の役に立たず、社会復帰もできぬ子に金をかける必要があるのか」との声が聞かれる世

相の中で、「たとえどんなに重い障害があろうと、生命をもち、生きているのです。それなり

に生き、育ち、伸びるこの子らを生かして下さい」と訴えて発足し今日に至っています。 

発足当初から守る会の先頭に立ち、子どもたちが安心して暮らせる社会を造るための制

度制定に向け尽力されてきた、北浦雅子会長が令和 5 年 2 月 16 日(木)101 歳で逝去され

ました。 

同年 6 月 25 日(日)全社協・灘尾ホールに於いて「北浦雅子会長・お別れの会」が執り

行われ、福島県からは牧野会長、齋藤前会長、室井副会長が参列しこれまでの活動に感

謝を伝えるとともに故人へお別れをしました。 

「あなたは重症児者の代弁者になりなさい」（両親の集い 第 762 号 2023 9.10 巻頭言

「素晴らしき母へ」穴水公一（詩人・山梨県支部副会長）より）、この言葉は、重症児者を持

つすべての家族に投げかけられたものでないでしょうか。 

お別れの会開式の辞で小山京子会長代行が述べられた「我が子が障害児と分かったと

き、ながした涙は果たして誰のための涙だったのか。それは我が子のためではなく、自分の

ためではなかったのか。その深い反省のもとに、今後どうすれば親としてこの子どもたちを

守れるのか。そういった中で守る会は設立されました。」この言葉の意味と重みを心に、これ

からも重症児者運動を続けていくことが求められています。 

今あたり前にある制度も親たちの切実な思いと真摯な活動の積み重ねの上に成り立っ

ています。 

これまでに築き上げてきた歴史と信頼を大切に引き継ぎ、今一度、会発足の原点に立ち

戻り、親としての責任と義務を果たし、会員一同心をひとつにして活動を展開していくことが

求められています。 

 

1)  創立 60 周年全国重症心身障害児(者)を守る記念大会が、9 月にグランドニッコー東京

台場を会場に開催されます。 

  新型コロナウィルスのまん延状況や会員の高齢化など、参加者の減少要因が懸念されま

す。 

長期間にわたる活動の停滞は、重症児(者)を取り巻く環境に少なからず影響があると

考えられます。 

福祉政策の後退に繋がらないよう、有意義な大会とするために一人でも多くの方々の

参加をお願いします。 

 

2) 県内にはまだまだ在宅で暮らしている障害児(者)が多くいます。在宅者には支援の手

が届きにくいものです。令和 5 年度は本部補助事業により、在宅会員から要望のあった

施設見学会を実施しました。 

これまで長年実施してきた、巡回療育相談も含め会員の声を基に事業実施を追求しま

す。 

 

3) 一般会員への啓蒙と活動を全体化するために、年 2 回広報誌を発行し、活動状況等を

会員に知らせます。 

4) 各部会は次の取り組みをすすめます。 



 

（ア） 国立施設部会は、病院の面会が徐々に緩和されつつありますが、病棟行事参

加・家族のバスハイク参加・個別支援計画の説明など施設によっては現在も実

施されていません。引き続き病院側の指導のもと個別面会をしながらコミュニケ

ーションをはかっていきたいと思います。 

また、面会時には病院側への感謝の気持ちを伝えて行くことを心掛けたいと

思います。 

（イ） 重症児施設部会では、コロナウィルス感染状況を考慮しながら、日中活動の点

検を行うとともに今後の日中活動の在り方を検討していきます。 

（ウ） 在宅部会では、新型コロナウイス感染症が５類感染症へ移行し、徐々に日常生

活での規制が緩和されているようにも感じますが、重症心身障がい児者やその

家族を取り巻く環境は、まだまだ気の抜けない毎日が続いています。 

特別支援学校では県の方針に準じた、感染症での出席停止期間が設けられ

ていますが、障がい福祉サービス事業所においては事業所独自のルールを設

けているところが多く、感染後の在宅期間が長くなり家族の負担が増えているこ

とに変化はありません。 

（一例として、発症日を０日とし以降１０日間の利用停止） 

重症心身障がい児者を多数受け入れる事業所では他の利用者の安全確保

のため、致し方ないルールではあると思いますが、サービス利用停止期間中の

家族の身体的負担や、就労できなくなることでの金銭面の不安、様々な負担が

のしかかってきます。本人・家族支援のあり方を、模索しなければならないと考

えています。 

居宅系サービスやショートステイなど、利用できる障がい福祉サービス事業所

が限られ受け入れ可能な人数が少ないこともあり、利用したい日時に利用でき

ないことが多く存在します。 

重症心身障がい児（特に医療的ケア児）の卒業後の受け入れ先の選択肢が

少なすぎるがゆえ、在宅時間が長くなることを不安視しています。 

慢性的な看護師不足や、福祉サービス事業所での人員不足などにより、利

用を断られるケースが頻発しています。 

限られた福祉資源に近隣市町村より利用者が集まり、若い世代の利用が困

難になってきています。 

上記の点を踏まえ、重症心身障がい児者への理解や周知など、より多くの支

援者を募るべく親としてできること考え、本人も家族も楽しめるような活動をして

いきたいと思います。 

（エ） 母親部会は、本部部会で決定される活動計画を受け活動に取り組みます。 

県格差、地域格差を少しでも埋めていくためには、その地域で暮らしている

方々の意見を拾い集めることが重要です。 

その一環として、新型コロナウィルスによる活動自粛前までは、東北６県で毎

年開催地を変え地元の方々の参加を得ながら意見交換を行ってきました。今

年も新型コロナウィルスの感染状況を勘案しながら開催を追求します。 

5) ＮＰＯ法人福島県重症心身障害児・障害者を守る会と連携をはかり、子どもたちの権利

を擁護していきます。 

6) 成年後見人制度について 

親の高齢化や親族(兄弟・姉妹)が近くにいないことなどを理由に、成年後見人が親族

から第三者後見人(弁護士、司法書士、行政書士、ＮＰＯ法人等)に移されている会員が



 

います。 

身上監護も含め後見人が第三者に移ることになれば、面会にかかる交通費なども自己

負担となり、特に施設入所者の場合、面会の機会等がだんだん遠のくことが懸念されま

す。 

裁判所はこれまで親族らの不正を防ぐ観点から専門職(第三者後見人)の選任を増や

してきましたが、今後は、後見人にふさわしい親族がいる場合には、柔軟に交代や追加

選任を行うように 2019年 1月最高裁が各家庭裁判所に通知を発出しています。 

成年後見人としての自覚と意識が重要です。子どもたちにとっては親族から選出される

ことが一番幸福なことではないでしょうか。 

 

7) 会員拡大について 

1964 年(昭和 39 年)に会を結成して結成大会に掲げたスローガンである特別立法

の制定、施設の整備、年齢制限の撤廃等を国会議員や厚生省など役所へ訴える活

動をはじめました。 

翌 1965 年(昭和 40 年)の第 2 回全国大会へ佐藤総理大臣の代理として出席され

た橋本登美三郎官房長官が、お母さん方の切々たる気持ちを聞かれて、涙ながらに

「皆さんの悲しみを悲しみとし、不幸を不幸として受け取るだけの我々政治家の愛情

がなかったのではないでしょうか。これからは予算の面で、飛躍的な措置を取ります」

とあいさつされ、このことが契機となって、重症児病棟設置、重症児施設職員の待遇

改善、重症児施設の法制化・児童福祉法改正による入所対象年齢制限の撤廃が行

われました。 

さらに、重症児センターの設置、緊急一時保護制度(短期入所)、養護学校義務

化、通園事業の法定化、養護学校における医療的ケア、障害者自立支援法施行に

伴う受益者利用料負担の軽減など、先人たちの涙と努力で重症児者を守る制度が確

立されました。 

しかし、重症児者の命を守る運動の先頭に立っていた方々、それを支えてきた守る

会会員も高齢化と、会員数の減少により運動の停滞が危惧されます。 

これからも、重症児者の療育環境の維持改善に向けた運動を継続していくために

会員数の増加は喫緊の課題です。 

  



 

【参考】     

令和 6年度専門部会における討議テーマ 

各部会共通 

（全体） 
「親の会活動の原点（基本理念）を次世代につなぐために」 

（１）親の会活動の歴史と制度発足の経緯を正しく理解する 

（２）親としての責任と義務を果たし、社会の共感を得られる運動とは何かを

正しく認識する 

（３）会員拡大に向けた各専門部会の取組について 

（４）障害者への虐待防止、差別解消の拡がりを検証する（好事例など） 

（５）動ける重症児問題について 

国立施設部会 １．コロナ・インフルエンザ感染拡大のなか、重症児病棟における看護師等、

スタッフの確保状況について 

・従来から看護師、指導員、保育士、職員不足が言われてきているが、長引

くコロナ感染対策等に伴い、国立病院においてもコロナ感染者の受け入

れとか、ワクチン接種会場となっている病院もあり、それらの業務に対応す

るため重症児病棟の看護師等がそちらに振り向けられ、重症児病棟のスタ

ッフ不足が生じ、重症児病棟における日頃の業務に支障が出てきている

所もあり入所者のＱＯＬに支障が生じていないか心配である。 

２．コロナ禍における面会状況等について 

・新型コロナウィルス感染拡大に伴い面会制限等の措置が多くの施設でとら

れてきているが、５類に移行されて以降の施設側の対応、対策等の実施状

況は、どのように変わってきているか、また、親たちの対応はどうか。 

（家族の意見等も取り入れた対応を取ってもらいたいとの意見が多く聞かれ

る。） 

・入所者の施設内での療育状況、健康状況等が心配、施設側からの情報提

供等はどうか。 

・コロナ感染の長期化で収束もいつになるか見通せない中ではあるが、今後

の面会等について、コロナウィルスの感染力の強さを認識し、施設側の指

導を受けしっかりとしたコロナ対策を行いながらのウイズコロナといった世の

中の状況に合わせた対応が、相互の話し合いの上進めていくことが必要

ではないか。 

３.守る会（保護者会も含め）の組織拡大（会員増強）について 

・コロナ禍、感染拡大の影響により、各種大会や会議・行事等も中止になり、

会員間のコミュニケーション不足による退会者も増えてきている状況にあ

る。国立施設であるため、情報提供等いろんな制約もあり、難しい面もある

と思われるが、指導室等との協議を通じ、各施設で許される範囲内で施設

側に対して会員拡大活動への協力要請をお願いするとともに、働きかけ等

についての成功事例等の情報交換、収集を行う事が必要ではないか。 

 

４．親の高齢化に伴う緒問題、諸課題について 

・保護者の高齢化に伴い、保護者会の役員選任等に苦慮されており、保護

者会の存続すら問題となってきているとの話も出てきている状況がある。 

５．日用品費の各施設の状況について 

・日用品費の取り扱いについては、日用品費の内容や金額等を明らかにし、

患者家族に説明し、利用料の変更は、基本的に年度ごとに行い、その際

には、患者や家族等に事前に説明を行うものとする。ただし年度途中にお



 

いて、その日用品実費が増加した場合、自己負担額を変更することができ

るものとされている。 

コロナ禍、自己負担額の変更が必要となっている病院も多いと思われる、

改定に当たっての事前協議等の状況はどうか。 

６．国立病院機構の各グループとの懇談会の再開について 

・コロナ感染者も減少傾向になり、日常生活も通常の状態に戻りつつある、コ

ロナ禍、中断されて来ていると思われる懇談会の再開について検討を進め

て意見交換の場を設けることとしたい。 

７．各病院間の格差の是正についての意見交換 

・療育、処遇、支援、環境整備等について施設間の格差が見られるところが

ある、日頃から目を配り、小さな要望・疑問点等についても吸い上げられる

仕組みの検討を 

重症児施設 

部会 

１．会員拡大・会員減少歯止め策について 

・全施設の半数近くを占める会員が全くいない施設及びごく僅かしかいない

施設に対して、施設、保護者会（家族会）にどの様に働きかけるか 

・新規入所者の保護者への入会促進活動 

・親なき後のきょうだいの入会対策 

・入会促進活動に必要なツール 

について意見交換。 

２．親及び入所者の高齢化に伴う諸課題について 

・親の高齢化が進む中で、コロナ禍の影響もあり保護者会（家族会）活動が休

眠状態や存続の危機に陥っている施設が増加傾向にある。各施設の保護

者会（家族会）の現状、活性化に向けての方策等について情報交換。 

・親からきょうだいへ保護者会（家族会）活動をどの様にして円滑に継承する

か意見情報交換。 

・療養介護における併給支給（行動援護）が行われているだろうか。 

療養介護の外出は行動援護の福祉サービスを使用しても良いことになっ

ている。入所者の高齢化、重度化が進行する中、施設職員が生活支援、

医療支援に人手を取られ、入所者の外出、社会参加活動の回数を増やす

のが難しくなっている。この対策として、行動援護（重度訪問介護等）外出

支援サービスを利用することは出来ないだろうか。現状と課題を検討し理

解を深める。 

・入所者の高齢化に伴い外部の病院に入院するケースが多くなり、医療事故

も考えられる。入院先と施設との事前打ち合わせは十分なされているだろ

うか。また入院先の医療、看護体制は重症児者を考慮したものになってい

るだろうかについて意見情報交換。 

３．虐待防止に向けて施設と保護者会（家族会）の取り組み状況について 

・昨年の部会で、殆どの施設で虐待防止委員会が設置され、職員研修も実

施されていることが確認されているが、それぞれの開催、実施頻度はどの

様になっているだろうか。 

・虐待防止について、保護者会（家族会）と施設との話し合いは定期的になさ

れているだろうか。 

・施設職員の入所者に対する差別的な発言はないだろうか。 

について情報交換。 

４．重要事項説明書の利用契約について 



 

保護者が施設職員に対してハラスメントと捉えられる行為があった場合、

施設側の対応は契約解除を含む厳しいものになると考えられる。入所者が安

心して施設で暮らすために保護者会側も勉強会が必要と思われる。その必

要性、どのような方法で実施するか等について意見交換。 

在宅部会 年齢・状態に応じた支援の現状と課題 

１. 在宅支援の現状と課題 

・短期入所など 

・ライフステージに応じた日中の場 

＜救急時の医療体制、移行期医療支援等の具体的事例＞ 

・その他 

２. 医療的ケアへの支援の現状と課題 

３. 災害対策 

令和 3年に改正された災害対策基本法に伴い、避難行動要支援者の

個別避難計画の作成が市区町村の努力義務となった。電源確保等も含め

た現状と課題 

４. 生涯学習の現状と課題 

母親部会 １．各ブロック、各支部で年に何回か小単位、分会で茶話会等を行っていく。

その中で守る会の歴史及び社会の現状を理解できるように話し合う。また

次期役員の育成をする。 

２．親の高齢化に伴い、親亡き後後見業務を誰に託すか、特に身上監護等

を誰にお願いするか早急に考えて手を打つ。 

３．地域社会にもっと重症児・者を正しく理解していただくために、地域社会

に発信していく。 

４．施設には進んで出向き、職員と子どもたちの現況についてよく話し合い理

解していく。 

  



 

福島県重症心身障害児(者)を守る会のＨＰです。 

ＵＲＬ：f-mamorukai.sakura.ne.jp 

アップロードしたばかりで、検索には引っ掛かりませんので上記ＵＲＬをもとに検索してくださ

い。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


